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は
じ
め
に

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

拡
大
か
ら
３
年
が
経
過
し
、
そ
の
法

令
上
の
位
置
づ
け
が
５
類
感
染
症
に

移
行
し
た
こ
と
を
受
け
、
行
動
制
限

が
解
除
さ
れ
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
わ

が
国
で
は
、
社
会
経
済
活
動
の
正
常

化
が
進
み
つ
つ
あ
り
、
今
後
、
本
格

的
な
経
済
回
復
、
そ
し
て
新
た
な
経

済
成
長
の
軌
道
に
乗
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
る
。
他
方
で
、
世
界
的
な
物
価

上
昇
の
影
響
が
続
い
て
い
る
ほ
か
、

気
候
変
動
問
題
、
デ
ジ
タ
ル
化
の
進

展
、
人
口
減
少
・
少
子
高
齢
化
、
地

政
学
的
リ
ス
ク
の
増
大
等
に
よ
り
、

構
造
的
な
環
境
変
化
が
生
じ
て
い

る
。
ま
た
、
海
外
の
金
融
セ
ク
タ
ー

で
は
、
例
え
ば
、
昨
年
11
月
の
大
手

暗
号
資
産
交
換
所
の
破
綻
、
本
年
春

の
米
国
銀
行
の
破
綻
、
さ
ら
に
は
欧

州
銀
行
セ
ク
タ
ー
の
混
乱
な
ど
も
み

ら
れ
た
。

　
金
融
を
巡
る
こ
う
し
た
新
た
な
動

き
や
環
境
変
化
に
し
っ
か
り
と
目
を

向
け
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
を
確

保
し
つ
つ
、
厳
し
い
難
局
を
乗
り
越

え
、
未
来
を
切
り
拓
い
て
い
く
こ
と

が
、
金
融
行
政
が
取
り
組
む
べ
き
最

優
先
の
課
題
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
今
年
の

金
融
行
政
方
針
は
、
昨
年
の
３
つ
の

柱
か
ら
１
つ
追
加
し
、
重
点
課
題
と

し
て
「
Ⅰ　
経
済
や
国
民
生
活
の
安

定
を
支
え
、
そ
の
後
の
成
長
へ
と
繋

ぐ
」「
Ⅱ　
社
会
課
題
解
決
と
経
済

成
長
を
両
立
さ
せ
る
金
融
シ
ス
テ
ム

を
構
築
す
る
」「
Ⅲ　
金
融
シ
ス
テ

ム
の
安
定・信
頼
を
確
保
す
る
」「
Ⅳ　

金
融
行
政
を
絶
え
ず
進
化
・
深
化
さ

せ
る
」
の
４
つ
の
柱
で
構
成
し
て
い

る
。

　
本
稿
で
は
、
金
融
行
政
方
針
に
掲

げ
た
内
容
の
う
ち
、
取
り
組
む
べ
き

課
題
や
施
策
の
方
向
性
等
を
可
能
な

限
り
紹
介
し
た
い
。
な
お
、
文
章
中

の
意
見
に
わ
た
る
部
分
は
筆
者
の
個

人
的
見
解
で
あ
り
、
筆
者
が
所
属
す

る
組
織
の
見
解
で
は
な
い
こ
と
を
あ

ら
か
じ
め
お
断
り
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
。

一 
　
経
済
や
国
民
生
活
の

安
定
を
支
え
、
そ
の
後

の
成
長
へ
と
繋
ぐ

　
ま
ず
、
金
融
機
関
に
対
し
て
、
資

金
繰
り
支
援
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
事

業
者
の
実
情
に
応
じ
た
経
営
改
善
支

援
や
事
業
再
生
支
援
等
の
徹
底
を
促

し
て
い
く
。
そ
の
前
提
と
し
て
、
特

に
地
域
金
融
機
関
に
お
い
て
は
、
地

域
産
業
や
事
業
者
を
下
支
え
し
、
地

域
経
済
の
回
復
・
成
長
に
貢
献
す
る

こ
と
が
、
ひ
い
て
は
自
分
自
身
の
事

業
基
盤
の
存
立
に
関
わ
る
問
題
で
あ

る
と
再
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
コ
ロ
ナ
禍
で
の
事
業
者
支
援
は
、

主
と
し
て
実
質
無
利
子
・
無
担
保
融

資
を
含
む
資
金
繰
り
支
援
が
中
心
で

あ
っ
た
が
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化

と
と
も
に
実
質
無
利
子
・
無
担
保
融

資
の
返
済
が
本
格
化
し
て
く
る
な

か
、
コ
ロ
ナ
借
換
保
証
や
資
本
性
劣

後
ロ
ー
ン
、
各
支
援
機
関
等
の
活
用

を
含
め
、
事
業
者
の
実
情
を
踏
ま
え

た
支
援
メ
ニ
ュ
ー
を
選
択
し
て
い
く

1　

２
０
２
３
事
務
年
度
金
融
行
政
方
針
の
ポ
イ
ン
ト

Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ

金
融
庁 

総
合
政
策
局 

総
合
政
策
課 

総
合
政
策
企
画
室
長　

犬
塚 

誠
也

「
２
０
２
３
事
務
年
度
金
融
行
政
方
針
」と

金
融
機
関
の
課
題
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は
じ
め
に

　
金
融
庁
は
、
２
０
２
３
年
８
月
、

２
０
２
３
事
務
年
度
の
金
融
行
政
に

お
け
る
重
点
課
題
お
よ
び
金
融
行
政

に
取
り
組
む
う
え
で
の
方
針
に
つ

き
、「
金
融
行
政
方
針
」
と
し
て
公

表
し
た
。

　
２
０
２
３
事
務
年
度
の
金
融
行
政

方
針
は
、
前
回
か
ら
項
目
自
体
に
は

大
き
な
変
更
は
な
い
も
の
の
、①「
経

済
や
国
民
生
活
の
安
定
を
支
え
、
そ

の
後
の
成
長
へ
と
繋
ぐ
」
②
「
社
会

課
題
解
決
と
経
済
成
長
を
両
立
さ
せ

る
金
融
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
」
③

「
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
・
信
頼
を

確
保
す
る
」
④
「
金
融
行
政
を
絶
え

ず
進
化
・
深
化
さ
せ
る
」
と
し
て
、

③
の
「
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
・
信

頼
を
確
保
す
る
」
を
外
出
し
し
て
、

大
き
く
４
部
構
成
と
し
て
い
る
点 

が
こ
れ
ま
で
と
異
な
っ
て
い
る
。

２
０
２
３
事
務
年
度
の
金
融
行
政
方

針
で
は
、【
概
要
】【
本
文
】【
コ
ラ
ム
】

【
実
績
と
作
業
計
画
】
以
外
に
、【
主

な
ポ
イ
ン
ト
】
も
併
せ
て
公
表
し
て

い
る
が
、【
主
な
ポ
イ
ン
ト
】
の
中

で
も
、
法
令
等
の
遵
守
の
徹
底
、
顧

客
本
位
の
業
務
運
営
の
確
保
に
改
め

て
言
及
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
資
産

運
用
立
国
の
実
現
に
向
け
、
昨
年
度

以
上
に
資
産
所
得
倍
増
プ
ラ
ン
の
推

進
に
関
す
る
記
載
の
充
実
が
み
ら
れ

る
（
図
表
１
参
照
）。

　
本
稿
で
は
、
金
融
行
政
方
針
の
位

置
づ
け
や
２
０
２
３
事
務
年
度
金
融

行
政
方
針
の
概
要
に
つ
き
簡
単
に
説

明
し
た
う
え
、
預
金
取
扱
金
融
機
関

に
求
め
ら
れ
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

上
の
留
意
点
を
中
心
に
、
重
要
な
ポ

イ
ン
ト
を
概
説
す
る
。
な
お
、
本
稿

に
お
い
て
意
見
に
わ
た
る
部
分
は
筆

者
の
個
人
的
見
解
で
あ
り
、
筆
者
が

現
に
所
属
し
、
ま
た
こ
れ
ま
で
に
所

属
し
た
い
か
な
る
組
織
・
団
体
の
見

解
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。

一 　
金
融
行
政
方
針
の
位

置
づ
け
と
２
０
２
３
事

務
年
度
金
融
行
政
方
針

の
概
要

１　
金
融
行
政
方
針
と
は

　
金
融
庁
は
、
２
０
１
５
事
務
年
度

以
降
、
金
融
行
政
が
何
を
目
指
す
か

を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
実

現
に
向
け
、
い
か
な
る
方
針
で
金
融

行
政
を
行
っ
て
い
く
か
に
つ
い
て
、

事
務
年
度
ご
と
に
「
金
融
行
政
方
針
」

を
策
定
・
公
表
し
て
お
り
、
そ
の
実

施
結
果
を
検
証
し
、
次
年
度
の
金
融

行
政
方
針
に
反
映
す
る
こ
と
で
、
Ｐ

Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
に
基
づ
く
業
務
運

営
を
強
化
し
て
い
る
。
全
体
の
構
成

は
事
務
年
度
ご
と
に
若
干
の
違
い
が

み
ら
れ
る
が
、
２
０
２
３
事
務
年
度

の
金
融
行
政
方
針
は
、
①
４
つ
の
重

点
課
題
を
１
枚
の
ス
ラ
イ
ド
に
ま
と

2　

２
０
２
３
事
務
年
度
金
融
行
政
方
針
と

金
融
機
関
に
求
め
ら
れ
る
取
組
み

 
有
限
責
任
監
査
法
人
ト
ー
マ
ツ 

マ
ネ
ー
ジ
ン
グ
デ
ィ
レ
ク
タ
ー 

弁
護
士
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
弁
護
士　

今
野 

雅
司

Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
「
２
０
２
３
事
務
年
度
金
融
行
政
方
針
」
と
金
融
機
関
の
課
題
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は
じ
め
に

１　
有
効
性
検
証
の
重
要
性

　
周
知
の
と
お
り
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
第
４

次
審
査
か
ら
は
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
勧
告
に

沿
っ
た
法
令
等
の
整
備
状
況

（Technical Compliance

）
に
加

え
、
有
効
性
（Effectiveness

）
も

相
互
審
査
の
柱
と
な
っ
て
い
る
。
た

と
え
形
式
的
に
は
法
令
等
を
整
備
し

て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
的
確
に

運
用
、
執
行
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、

実
際
に
マ
ネ
ロ
ン・テ
ロ
資
金
供
与・

拡
散
金
融
対
策
の
目
的
が
達
成
さ
れ

て
い
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
か
ら
で

あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
国
全
体
の
み
な
ら

ず
、
個
別
の
金
融
機
関
の
対
応
に
つ

い
て
も
当
て
は
ま
り
、
方
針・手
続・

計
画
等
の
策
定
を
前
提
と
し
て
、
こ

れ
を
徹
底
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
。
ま
た
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
実
際

に
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
・
拡

散
金
融
対
策
の
目
的
が
達
成
さ
れ
て

い
る
か
ど
う
か
を
検
証
し
、
必
要
な

改
善
を
図
っ
て
い
く
必
要
も
あ
る
。

　
こ
の
点
、
金
融
庁
の
「
マ
ネ
ー
・

ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
及
び
テ
ロ
資
金
供

与
対
策
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

（
以
下
、「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
）

で
は
、「
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供

与
対
策
の
実
効
性
の
確
保
の
た
め
に

は
、
自
ら
の
方
針
・
手
続
・
計
画
等

を
策
定
し
た
上
で
、
経
営
陣
に
よ
る

関
与
の
下
、
こ
れ
を
全
社
的
に
徹
底

し
、
有
効
な
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金

供
与
リ
ス
ク
管
理
態
勢
を
構
築
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
前
記
方
針
・

手
続・計
画
等
に
基
づ
く
マ
ネ
ロ
ン・

テ
ロ
資
金
供
与
対
策
の
実
効
性
は
、

定
期
的
に
検
証
さ
れ
る
必
要
が
あ

り
、
ま
た
、
検
証
を
踏
ま
え
て
、
必

要
に
応
じ
管
理
態
勢
の
見
直
し
を
含

め
た
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
対

策
の
改
善
を
不
断
に
図
っ
て
い
く
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
」
と
定
め
ら
れ
て

い
る
（
傍
線
筆
者
）。

２ 　
年
内
規
程
整
備
の
次
の
課
題

　
現
在
、
各
金
融
機
関
は
、
２
０
２

４
年
３
月
末
を
期
限
と
し
て
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
に
基
づ
く
態
勢
整
備
を
完
了

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
ほ

か
、
こ
れ
ま
で
に
実
施
さ
れ
て
き
た

マ
ネ
ロ
ン
等
対
策
に
焦
点
を
当
て
た

検
査（
マ
ネ
ロ
ン
タ
ー
ゲ
ッ
ト
検
査
）

に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
る
こ
と
の
多

い「
規
程
等
の
整
備
」に
関
し
て
は
、

２
０
２
３
年
内
に
完
了
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
る
（
注
１
）。
そ
の

た
め
、
２
０
２
４
年
以
降
は
、
規
程

等
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提

論　

考
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
に
お
け
る
有
効
性
検
証
フ
ェ
ー
ズ
に
向
け
た

金
融
機
関
の
対
応

　
―
―
Ｏ
ｕ
ｔ
ｃ
ｏ
ｍ
ｅ
ベ
ー
ス
の
有
効
性
検
証

中
央
総
合
法
律
事
務
所 

弁
護
士　

髙
橋 

瑛
輝
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令
和
５
年
６
月
６
日
、「
民
事
関

係
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術

の
活
用
等
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関

係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
」（
令

和
５
年
法
律
第
53
号
。
以
下
、「
本

改
正
法
」
と
い
う
）
が
成
立
し
、
同

月
14
日
公
布
さ
れ
た
（
施
行
は
公
布

後
５
年
以
内
）。
本
改
正
法
は
、
民

事
執
行
、
民
事
保
全
、
倒
産
お
よ
び

家
事
事
件
等
の
手
続
き
の
Ｉ
Ｔ
化
を

推
進
す
る
た
め
の
規
定
の
整
備
を
目

的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
民
事
訴
訟

手
続
の
Ｉ
Ｔ
化
を
目
的
に
令
和
４
年

５
月
18
日
（
同
月
25
日
公
布
。
施
行

は
公
布
後
４
年
以
内
）
に
成
立
し
た

民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
４
年
法
律
第
48
号
。
以

下
「
民
訴
改
正
法
」
と
い
う
）
と
合

わ
せ
て
民
事
手
続
全
般
の
Ｉ
Ｔ
化
を

実
現
し
、
手
続
き
の
迅
速
化
お
よ
び

効
率
化
を
図
り
手
続
き
の
利
便
性
向

上
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

　
本
稿
は
、
本
改
正
法
の
う
ち
、
金

融
業
務
と
の
関
係
が
深
い
民
事
執
行

お
よ
び
倒
産
の
各
手
続
に
関
す
る
改

正
事
項
を
中
心
に
概
説
す
る
も
の
で

あ
る
。
な
お
、
シ
ス
テ
ム
の
設
計
や

運
用
を
含
め
た
具
体
的
な
事
項
は
こ

れ
か
ら
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

お
り
、
金
融
業
務
へ
の
実
際
の
影
響

は
現
時
点
で
は
ま
だ
不
透
明
な
部
分

が
多
い
。
ま
た
、
書
面
に
よ
る
申
立

て
や
送
達
な
ど
も
許
容
さ
れ
て
い
る

こ
と
な
ど
か
ら
、
金
融
業
務
へ
の
影

響
は
当
面
限
定
的
と
い
え
る
か
も
し

れ
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
民
事
手
続
が

全
般
に
わ
た
っ
て
加
速
度
的
に
Ｉ
Ｔ

化
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
間
違
い
な

く
、
特
に
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
民
事

執
行
や
倒
産
等
の
手
続
き
に
つ
い
て

は
、
当
事
者
と
し
て
関
与
す
る
機
会

が
多
い
金
融
機
関
に
は
Ｉ
Ｔ
化
促
進

を
け
ん
引
す
る
役
割
が
期
待
さ
れ
て

い
る
。
今
後
、
５
年
以
内
と
さ
れ
る

本
改
正
法
施
行
に
向
け
、
シ
ス
テ
ム

の
構
築
や
最
高
裁
判
所
規
則
の
制
定

な
ど
具
体
的
な
準
備
が
進
め
ら
れ
て

い
く
が
、金
融
機
関
に
お
か
れ
て
は
、

こ
れ
ら
の
動
き
を
継
続
的
に
注
視

し
、
来
る
べ
き
民
事
手
続
の
Ｉ
Ｔ
化

に
備
え
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
な
お
、
文
中
の
意
見
に
わ
た
る
部

分
は
す
べ
て
筆
者
の
私
見
で
あ
る
。

一　

総　

論

　
民
訴
改
正
法
は
民
事
訴
訟
手
続
全

般
を
Ｉ
Ｔ
化
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

大
き
く
は
、
①
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

利
用
し
た
申
立
て
や
書
面
提
出
、
送

達
を
可
能
と
す
る
、
②
各
種
期
日
に

お
け
る
手
続
き
に
つ
い
て
ウ
ェ
ブ
会

議
や
電
話
会
議
の
利
用
を
可
能
と
す

る
、
③
事
件
記
録
を
電
子
デ
ー
タ
と

し
て
保
管（
記
録
）し
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
に
よ
る
閲
覧
・
複
写
を
可
能
と
す

る
、
な
ど
と
い
う
主
要
項
目
に
大
別

で
き
る
。
そ
し
て
、
本
稿
で
と
り
あ

げ
る
民
事
執
行
お
よ
び
倒
産
の
各
手

続
に
も
、
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合

を
除
き
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限

り
民
事
訴
訟
法
の
規
定
（
第
１
編
か

民
事
手
続
の
Ｉ
Ｔ
化
と
金
融
業
務
へ
の
影
響
等

―
―
民
事
執
行
手
続
お
よ
び
倒
産
手
続
を
中
心
に

北
浜
法
律
事
務
所 
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今月の解説②

No.905（2023年11月号） No.905（2023年11月号）

一 

　
中
小
企
業
信
用
保
険

法
及
び
株
式
会
社
商
工

組
合
中
央
金
庫
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律

１　
改
正
内
容

　
「
中
小
企
業
信
用
保
険
法
及
び
株

式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
成
立
し
、

令
和
５
年
６
月
16
日
に
公
布
さ
れ

た
。
原
則
と
し
て
、
信
用
保
証
制
度

関
係
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
公
布
日

か
ら
１
年
以
内
、
商
工
中
金
関
係
の

改
正
に
つ
い
て
は
、
公
布
日
か
ら
２

年
以
内
の
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
さ
れ
る
。
地
域
を
支
え
る
中
小
企

業
の
コ
ロ
ナ
禍
か
ら
の
立
ち
直
り

（
再
生
・
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
支
援
）
や

ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
で
の
成
長
（
積
極

的
な
投
資
促
進
）
に
向
け
、
⑴
経
営

者
保
証
改
革
、
⑵
商
工
中
金
の
業
務

範
囲
見
直
し
に
よ
る
再
生
支
援
等
の

強
化
を
進
め
、
併
せ
て
、
コ
ロ
ナ
の

よ
う
な
危
機
時
の
資
金
繰
り
支
援
の

さ
ら
な
る
円
滑
化
を
図
る
趣
旨
で
、

次
の
よ
う
な
改
正
が
行
わ
れ
て
い

る
。

⑴ 

　
信
用
保
険
制
度
に
お
け
る
経
営

者
保
証
改
革
等

① 

　
経
営
者
保
証
に
依
存
し
な
い
融

資
慣
行
の
確
立
加
速

　
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
や
積
極
投
資
を
容

易
に
す
る
た
め
、
無
担
保
保
険
等
に

お
い
て
、
一
定
の
要
件
（
法
人
か
ら

代
表
者
へ
の
貸
付
け
等
が
な
い
こ

と
、
財
務
諸
表
の
提
出
等
）
を
充
た

す
場
合
に
は
、
保
証
料
率
の
上
乗
せ

に
よ
り
経
営
者
保
証
の
解
除
を
選
択

で
き
る
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
流
動
資
産
担
保
保
険
に
お
い

て
は
、
経
営
者
保
証
の
徴
求
が
禁
止

さ
れ
る
。

② 

　
危
機
時
に
お
け
る
資
金
繰
り
の

さ
ら
な
る
円
滑
化

　
危
機
関
連
保
証
に
つ
い
て
、
指
定

期
間
中
に
認
定
申
請
が
行
わ
れ
て
い

れ
ば
利
用
で
き
る
よ
う
要
件
が
緩
和

さ
れ
る
（
現
在
は
指
定
期
間
中
の
融

資
実
行
が
条
件
）。

⑵ 

　
中
小
企
業
の
た
め
の
商
工
中
金

改
革

① 

　
コ
ロ
ナ
禍
か
ら
の
地
域
経
済
再

生
の
た
め
の
業
務
範
囲
等
の
見
直

し

　
組
合
金
融
の
円
滑
化
と
い
う
目
的

の
範
囲
内
で
、
再
生
企
業
へ
の
出
資

上
限
を
、
現
行
の
10
％
か
ら
銀
行
同

様
、
１
０
０
％
に
緩
和
す
る
等
、
業

務
範
囲
の
制
約
等
が
見
直
さ
れ
る
。

　
令
和
５
年
１
月
23
日
召
集
の
第
２
１
１
回
通
常
国
会
は
、
同
年
６
月
21
日

に
会
期
が
終
了
し
、
各
種
法
律
の
制
定
、
改
正
が
な
さ
れ
た
。
金
融
業
務
に

関
連
す
る
法
律
に
つ
い
て
も
、
そ
の
改
正
等
が
な
さ
れ
た
が
、
本
誌
面
で
は
、

主
な
法
律
を
取
り
上
げ
、
そ
の
概
略
を
報
告
す
る
。
な
お
、
紙
幅
の
都
合
上
、

詳
細
な
内
容
は
各
法
律
を
直
接
参
照
さ
れ
た
い
。

２
０
２
３
年
通
常
国
会
成
立
の

金
融
関
係
法
の
概
要

河野･川村･曽我法律事務所 弁護士
川村 英二　 古澤 陽介




